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経過的  

児童デイサービス  



摩事児が利用車  

実施主体  
20年度予算額  

事業概要   対象者  
平成19年度か所数  

（実施場所）  
（障害児受入か所数）   

日額or月蝕  

日中において監護する者がい  

址ため、一時的に見守り等の支援  
地域生活支援事業  

日中一時支援事業  が必要な障害者等の日中における活  市町村  
（400億円）の内数  

動の場を確保し、障害者等の家族の  障害児（者）  （補助金）  
1，527市町村  

（障害部）  
就労支援及び障害者等を日常的に  

（特段の定めなし）  
で実施   

介護している家族の一時的な休息を  自治体毎の判断  
図る。  

187億円  
共働き家庭など留守家庭のおお  留守家庭の  

むね10歳未満の児童に対して、児童  市町村  
（補助金）  

おおむね  
16，685か所  

放課後児童クラブ  

（雇児局）  
10歳未満の  （小学校の余裕教室、  （6，538か所）  

放課後に適切な遊び、生活の場を与  児童館等）  1クラブ当たリ  ※H19．5．1現在   

えて、その健全育成を図る。  児童  月額20万円  
※児童数36～70人の場合  

放課後や週末等に べての ど   78億円   
放課後子ども教室   

6，267か所★  
もを対象として、安全・安心な子ども  

推進事業  の活動拠点（居場所）を設け、さまざ  主に小学生  
市町村  （補助金）  （一）   

（文科省）   まな体験活動や交流活動等の取組  
（小学校の余裕教室等）  

みを推進する。  自治体毎の判断  ★見込を含む   

介護給付費  
（日中活動・居住サービス  

（参考）  
日常生活における基本的動作の指  就学前児童を   市町村  

（3，740億円））の内数  

児童デイサービス事業  （負担金）  
1，092か所  

原則   （特段の定めなし）  ※H18．10．1現在   
（障害部）  

1人日額2，830円  
★11～20人の定員の場合  
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日中一時支捷事業と児童デイサービス  

鱒土迫史萱弛製  

a星座嘩  
生活介護等  

・日中において監護する者がいないため、一時  

的に見守り等の支援が必要な障害者等  

の日中における活動の場を確保し、障害者等の  
家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護  

している家族の一時的な休息を図る。  

好知的障害者・身体障害者についても利用可。   

（年齢要件を緩和）   

デイサービス   地域活動支援センター  
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【利用者】  

○ 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市町村が認めた障害者（児）    ‾‾ ‾’‾‾■‾‾●‾‾‾‾ ‾ ‾‾‾■‾‾ ‾ ‾■‾‾－■■‾‾‾‾‾‾■■■‾ ‾‾‾‾‾■一一－‾－■‾‾‾■－■一 ■‾■■‾‾‾‾■－－■一■■t‾■一 ■－■■■■■－‾－－■‾■■■▼‾ ‾ ■■■‾－■‾‾ ‾‾ ‾‾■‾‾‾■‾‾ ‾‾【‾■－‾ ‾ ‾ ‾‾‾●‾‾‾ ‾ ‾‾■－‾‾‾‾ t ‾‾■‾‾■‾‾ ‾‾ 「  

従来の「障害児タイムケア事業」、「知的障害児■者短期入所事業の日中預かり」、「身体・知的障害者  
デイサービス事業」の一部を取り込む形で地域生活支援事業（市町村が行う事業）に位置づけ。  

障害児タイムケア事業等の再編  

害者デイサービス  
小規模な身体障害者 知的障  

【サービス内容等】  

○日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校  
の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、  
見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う。  

○障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に  

介護している家族の一時的な休息を目的とする。  

利用定員及び職員等の配置基準  

については、適切なサービス提供  
が行えるよう市町村が定める。  

【実施状況】  

【H18’】1，397市町村（76．5％）⇒【H19’】1，527市町村（84．0％）  
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【対象児童】  

○ 療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童。  

※市町村は、支給決定の際、当該児童が療育指導を必要とするか否かについて、児童相談所・保健所に意見を求める   
ことが望ましいものとする。   

※放課後対策、レスバイトを理由とする利用については、地域生活支援事業の「日中一時支援事業」等で対応  

【人員配置】  【事業内容】  

0∴療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価。  
○ 指導員等による児童への個別指導を1日に一定時間以上行う。  
○ 個別プログラムに沿った集団療育を行う。  
○ 保健、医療、教育も含めた支援システムを構築するため、関係 機関  
と連携を図る。  

○ サービス管理責任者   

○ 指導負又は保育士  
10：2以上  

【報酬単価】  

508単位（1日あたり平均利用人員11～20人）   
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〔経過措置の取扱い〕  

平成18年9月30日において、児童デイサービスを実施している事業者及びその利用者に配慮し、施行後3年間は、  
事業所として一定の要件を満たすものを指定児童デイサービス事業所とみなす。  

【対象児童】  

○療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童（必要に応じ児童相談所・保健所に意見を求める）。  

【事業内容】  【人員配置】  

○ 指導員又は保育士  
15：2以上  

○ 指導員等の直接的監視のもとに、複数の児童に対し指導・訓練  
を行う。（必ずしも、1対1での指導時間を必要としない）。  

【報酬単価】  

283単位（1日あたり平均利用人員11～20人）  
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放課後児童クラブについて  
【事業の内容、目的】  

共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳末満の児童に対して、児童館や学校の余裕教室、公民館などで、  

放課後に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を図る  
（平成9年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第6条の2第2項〉）  

【現状】（平成19年5月現在）  

○平成20年度予算療186．9億円（28．4億円増）  

○運営費  
国  

保護者  1／6  
1／2  

都道府県  
1／6  

市町村  
1／6  

・概ね1／2を保護者負担で賄うことを想定。  

・残りの1／2分について、児童数が10人以上で、  

原則、．長 期休暇（8時間以上開所）を含む年間裂坦日以上開設  

・児童数36～70人の場合、基準額（案）：240．8万円  

○整備費  

・新たに施設を創設する場合（基準額（案）‥1，250万円）のほか、学校の余裕教室等を改修する場合  

（基準額（案）：700万円）、備品購入のみの場合（基準額（案）：100万円）も助成  

出迦1訟整鑑組設凱呈L国」叡星組   
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放課後児童クラブにおける障害児の受入推進について  
【障害児の受入れの現状】  

○ 障害児の受入クラブ数及び受入児童数は、年々、着実に増加してきている。  

【障害児の受入れ推進のための国の補助】（平成19年度）  

○ 放課後児童クラブには、国において運営経費に係る補助を  
実施しているが、障害児を受け入れるクラブには、個々の障害  
の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、これに加え、  

障害児の受入れに必要となる経責を、上乗せ補助している。  

（障害児受入推進費）  

○ 障害児受入れ推進に係る補助事業の沿革］   

平成13年度 障害児受入促進試行事業の創設  

［障害児を4A以上受け入れるクラブヘの加算］   

平成15年度 人数要件の緩和［障害児4人以上→2人以上］  

※障害児受入加算に名称変更   

平成18年度 人数要件の撤廃［障害児2人以上→1人以上］  

※障害児受入推進費に名称変更  

【障害児受入推進費の見直し】（平成20年度予算での対応）  

○ 発達障害など障害の種類や程度の多様化や受入れ児童数の増加等に伴い、現場では、対応が難しく、指導員が苦慮  

するケースが増加しているとの声を多く聞くようになったことから、   
一 多様化する障害の種別や程度に適切に対応できる指導員の確保、  
・障害児を担当する指導員の資質の向上  

をより一層推進するため、平成20年度予算において、障害児受入推進費について以下の改善を行うこととしている。  

※ その他、障害児を受け入れるために必要なバリアフリー等の改修経費についても別途補助。（補助額：100万円）  
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障害児受入クラブ数及び障害児数等の推移  

○平成19年においては、障害児受入クラブ数及び障害児数ともに、  調査開始時と比較して約1．6倍  
にまで増加。  ※クラブ数は平成15年から、   障害児数は平成16年から調査  

※各年5月1日現在（育成環境課調）  

（単位：か所、人）  

平成15年  平成16年  平成17年  平成18年  平成19年   

（注）（  ）内は、全クラブ数に占める割合、［］内  
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放課後子ども教室推進事業について  

【事業の内容■目的】  

青少年の問題行動の深刻化や地域の教育力の低下等の緊急的課題に対応するため、放課後や週末等にすべて  
の子どもを対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取り  
組みを推進する。  

【事業に対する国の助成】  

○平成20年度予算   

予算案客員約77．7億円   
実施箇所15，000小学校区  
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コーディネーター  

（事業間の調整）  

邑担割合≫  ≪事業費の負  

安全管理員  

恩∵   

学習アドバイザー  

■活動メニュー例  ⊥ 
／一一 

／／ 」「蒜蒜遍：里蒜、茶道、伝統芸能など  
／  
＼  交流の場：地域住民との異世代交流、異年齢交流 など  

学びの場：宿題、英会話、科学実験 など  

その他 ：昔遊び、読み聞かせ（絵本、紙芝居）など  、＼こ  
、＼ 

「ここ、＼ ㌦   ＿⊥ゝ  
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障害児による就労支援事業の活用について  

○ 障害者自立支援法では、障害者の就労を積極的に支援し、障害者が地域で自立して暮らして   
いくことができるよう、就労移行支援や就労継続支援などの事業を創設。  

015歳以上の障害を持つ児童についても、児童相談所長が認めた場合などには、上記サービ   
スを利用することが可能。【障害者自立支援法附則第2条】  

＜18歳末満の書の就労系サービス利用者数＞  
（N＝50，102人）  

精神関連施設 身体関連施設  

＜就労系サービス利用者数の年齢構成＞  

2人  

18歳以上65歳未満   

11人  

【出典】平成18年度社会就労センター実態調査報告書  

（注）身体関連施設：身体障害者入所授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場、身体障害者小規模適所授産施設  
知的関連施設：知的障害者入所授産施設、知的障害者通所授産施設、知的障害者福祉工場、知的障害者小規模適所授産施設  
精神関連施設：精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者小規模通所授産施設  11   



★障害者の職業能力開発の推進について（H20）  

企   



★  特別支援学校と連携した早期  委託訓練モデル事業の概要  

文部科学省が平成1   9年度から開始した「職業自  
〈即竹十月〟、干胱－1び平尾刀、b開指したl職業自立を推進するための実践研究事業」を実施してい る特別支援学校高の い段階で職業訓練を実施する 
卜＼F蟄他旨7て臓堂号＝ほ畠士＿－±一帖＿」＿7  

。  

＜特別支援学校高等部  に村ナる取細＞  

＜福祉等＞  

授産施設等の利用者の就職  
率は1．09もと非常に少ないた  

め、就槻を希望する障害者が  

安易に福祉施設等への入所を  

選択しないよう、職業訓練機  

会を拡充することが必要  

＜早期委託訓練モデル  

事業における取組＞  

○学卒障害者能力開発アド′くイザ一による  

・モデル事業実施校の個々の在校生の希望   

と職業能力の把櫨  

・職場実習実施状況及び内定に至らなかっ   

た者の問題点の把握  

効果的な職業訓練を  

実施するため、より早期  

（7月）から支援を開始  

職業訓練の実施  

職
業
訓
練
修
7
後
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■訓練期間：3ケ月以内  

■委託費：6万円／月／人  

■委託先：企業、民間教育  
職業訓練の受講に 職業訓標の受講に より就職が見込める者の選定  

在校生の個々の態様に応じたカリキュラム作成  

必要に応じて職業訓練実施企業の開拓  

効果的な職業訓練のコーディネイト  

訓練機関 等  
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